
別表１ 別紙１ 

 

設備整備事業（脱炭素化枠）の対象事業要件 

 

１ 民生業務用建築物において、ＺＥＢの実現に必要な設備等の設置事業に関する要件 

 

（１）対象事業 

県内の民生業務用建築物において、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（以下「ＺＥＢ」とい

う。）の実現に必要な事業であって、以下の要件を満たす事業とする。 

ただし、製造業の用に供する工場については、先進的な省エネルギー関連設備の導入を含む

ＺＥＢ化の取組であり、当該設備が国の補助制度等において採択又は評価を受けたものである

場合その他、事業の目的の達成に資すると知事が認めるときは、対象事業として取り扱うこと

ができる。 

 

ア）環境性能に関する要件 

a 建物（外皮）性能について 

建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律（以下、建築物省エネ法という。）第３０条

に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等」における外壁、窓等を通して

の熱の損失に関する基準（以下「外皮性能基準」という。）に適合していること。 

b 一次エネルギー消費量について 

 建築物省エネ法第２条第３号に規定する「建築物エネルギー消費性能基準」における   

一次エネルギー消費量に関する基準において、設計一次エネルギー消費量（再生可能エネルギ

ーを除く）が基準一次エネルギー消費量より５０％以上低減すること。 

 

※ 一次エネルギー消費量の削減率は、国が定める基準により算定する。 

 

イ）エネルギー利用に関する要件 

設備等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエ

ネルギー管理体制を整備すること（ＢＥＭＳ装置等の導入）。 

 

ウ）環境性能の表示に関する要件 

建築物の環境性能に関する第三者認証による評価（建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥ

ＬＳ））において、『ＺＥＢ』、Nearly ＺＥＢ、ＺＥＢ Readyのいずれかの省エネルギー性能評

価の認証を、事業開始後、速やかに取得し、「省エネルギー性能表示」及びその表示に関する「評

価書」の写しを提出すること。 

 

※ 第三者認証による省エネルギー性能表示に関する審査を受けた結果、一次エネルギー削減率

が交付決定時の値よりも５ポイント以上下回った場合、あるいは、要件に適合しなくなった

場合は交付決定を取り消すことがある。 

 

エ）その他の要件 

・全ての事業について、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されたＺＥＢプランナーが

高効率 



関与する事業であること。 

・事業成果は、他の事業者への普及促進のため広く一般に公表することに同意すること。 

 

（２）対象施設 

   以下の要件を満たす建築物とする。 

ア）対象施設 ：県内の民生業務用建築物 

イ）延べ床面積：新築の場合 10,000㎡未満、既設の場合  2,000㎡未満 

ウ）用途   ：事務所、ホテル・旅館、福祉施設・病院、百貨店・マーケット等 

※ 工場、畜舎、倉庫等、民生業務部門以外の建築物は対象外 

エ）その他  ：登記を確認できるものであること。 

※ 新築の場合は建築確認済証等を確認できること。 

ア及びウについて、（１）ただし書きに該当する場合は、この限りではない。 

 

（３）対象設備 

  ＢＥＭＳを導入している別表１の１実施区分（１）に掲げる対象設備等。 

 

（４）対象経費 

 別表２に掲げる経費とする。 

 

（５）申請者 

・本事業の目的に即した機器等を県内の民生業務用建築物に設置する建築主、所有者等とする。 

・設備所有者と建物所有者が異なる場合は、設備所有者と建物所有者の共同申請とする。なお、 

代表申請者は設備所有者とする。 

・共同所有される建物については、所有者全員による共同申請を行うものとする。また、区分所

有される建物については、管理組合法人等を代表として申請を行うものとする。 

 

（６）実績報告書の添付書類 

交付要綱第１１第１項の規定による実績報告書には以下の書類を添付するものとする。 

① 対象建築物におけるＺＥＢの導入状況が分かる資料（参考様式） 

② 申請時に補助事業を実施する建築物の現在事項証明書を提出できなかった場合は、現在事

項証明書（登記が完了していない場合は登記申請書の受領証（写し）） 

 

（７）実施状況の報告等 

エネルギー使用量の実績が申請目標を下回る場合、その要因分析及び改善策をたて報告する

とともに、エネルギー使用状況の改善を行うものとする。 

なお、補助事業による省エネルギー機器への更新による二酸化炭素の排出削減量が目標を著

しく下回ったときは、交付決定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。 

 

 

 

 

 



２ ＳＢＴの目標を達成するために必要な設備等の設置事業に関する要件 

 

（１）対象事業 

県内の事業者が、設定したＳＢＴの目標達成のために必要な省エネルギー設備や再生可能エ

ネルギー等設備を設置する事業であって、以下の要件を満たす事業とする。 

 

ア）コミットメントに関する要件 

ＣＤＰ等が運営する「ＳＢＴ」イニシアティブに参加（温室効果ガス削減目標を設定し、認定

を取得すること）し、設定した目標等を対外的に公表すること。 

 

イ）進捗報告に関する要件 

  設定した目標に関する温室効果ガス排出量の実績と対策の進捗状況を毎年報告すること（交

付要綱第１７の規定に基づく事業完了後の経過報告とは別に報告すること）。 

 

ウ）その他の要件 

事業成果は、他の事業者への普及促進のため広く一般に公表することに同意すること。 

 

（２）対象設備 

別表１の１実施区分（１）に掲げる設備等を対象とする。 

 

（３）対象経費 

   別表２に掲げる経費とする。 

 

（４）実施状況の報告等 

エネルギーの削減実績が申請目標を下回る場合、その要因分析及び改善策をたて報告すると

ともに、エネルギー使用状況の改善を行うものとする。 

なお、補助事業による省エネルギー機器への更新による二酸化炭素の排出削減量が目標を著

しく下回ったときは、交付決定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 別紙２ 

 

設備整備事業（エネルギー自立促進枠）の対象事業要件 

 

１ 民生業務用建築物において、ＺＥＢの実現に必要な設備等の設置事業に関する要件 

 

（１）対象事業 

県内の民生業務用建築物において、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（以下「ＺＥＢ」とい

う。）の実現に必要な再生可能エネルギー等システムを設置する事業であって、以下の要件を満

たす事業とする。 

 

ア）環境性能に関する要件 

a 建物（外皮）性能について 

建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律（以下、建築物省エネ法という。）第３０条

に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等」における外壁、窓等を通して

の熱の損失に関する基準（以下「外皮性能基準」という。）に適合していること。 

b 一次エネルギー消費量について 

① 建築物省エネ法第２条第３号に規定する「建築物エネルギー消費性能基準」における   

一次エネルギー消費量に関する基準において、設計一次エネルギー消費量（再生可能エネ

ルギーを除く）が基準一次エネルギー消費量より５０％以上低減し、かつ、設計一次エネ

ルギー消費量（再生可能エネルギーを含む）が基準一次エネルギー消費量より７５％以上

低減すること。 

② 建築物省エネ法第２条第３号に規定する「建築物エネルギー消費性能基準」における一次

エネルギー消費量に関する基準において、設計一次エネルギー消費量（再生可能エネルギ

ーを除く）が基準一次エネルギー消費量より５０％以上低減し、かつ、設計一次エネルギ

ー消費量（再生可能エネルギーを含む）が基準一次エネルギー消費量より５０％以上７５％

未満低減すること。 

 

※ 一次エネルギー消費量の削減率は、国が定める基準により算定する。 

 

イ）エネルギー利用に関する要件 

設備等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエ

ネルギー管理体制を整備すること（ＢＥＭＳ装置等の導入）。 

 

ウ）環境性能の表示に関する要件 

建築物の環境性能に関する第三者認証による評価（建築物省エネルギー性能表示制度（ＢＥ

ＬＳ））において、『ＺＥＢ』、Nearly ＺＥＢ、ＺＥＢ Readyのいずれかの省エネルギー性能評

価の認証を、事業開始後、速やかに取得し、「省エネルギー性能表示」及びその表示に関する「評

価書」の写しを提出すること。 

 

※ 第三者認証による省エネルギー性能表示に関する審査を受けた結果、一次エネルギー削減率

が交付決定時の値よりも５ポイント以上下回った場合、あるいは、要件に適合しなくなった

再エネ 



場合は交付決定を取り消すことがある。 

 

エ）その他の要件 

・全ての事業について、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されたＺＥＢプランナーが

関与する事業であること。 

・事業成果は、他の事業者への普及促進のため広く一般に公表することに同意すること。 

 

（２）対象施設 

   以下の要件を満たす建築物とする。 

 

ア）対象施設 ：県内の民生業務用建築物 

イ）延べ床面積：新築の場合 10,000㎡未満、既設の場合  2,000㎡未満 

ウ）用途   ：事務所、ホテル・旅館、福祉施設・病院、百貨店・マーケット等 

※ 工場、畜舎、倉庫等、民生業務部門以外の建築物は対象外 

エ）その他  ：登記を確認できるものであること。 

※ 新築の場合は建築確認済証等を確認できること。 

 

（３）対象設備 

   以下の要件を満たす設備とする。また、ＢＥＭＳの導入を必須とする。 

 

ア）（１）のア）ｂ①の事業 

別表１の２に掲げる対象設備等を対象とする（発電した電力等のエネルギーを自家利用する

場合に限る。ただし、余剰エネルギーについては、全量の５割未満までの販売を認める）。 

イ）（１）のア）ｂ②の事業 

別表１の２の再生可能エネルギー等の区分にかかる要件（１１）及び（１２）に掲げる設備等

を対象とする。 

 

（４）対象経費 

 別表２に掲げる経費とする。 

 

（５）申請者 

・本事業の目的に即した機器等を県内の民生業務用建築物に設置する建築主、所有者等とする。 

・設備所有者と建物所有者が異なる場合は、設備所有者と建物所有者の共同申請とする。なお、 

代表申請者は設備所有者とする。 

・共同所有される建物については、所有者全員による共同申請を行うものとする。また、区分所

有される建物については、管理組合法人等を代表として申請を行うものとする。 

 

（６）実績報告書の添付書類 

交付要綱第１１第１項の規定による実績報告書には以下の書類を添付するものとする。 

① 対象建築物におけるＺＥＢの導入状況が分かる資料（参考様式） 

② 申請時に補助事業を実施する建築物の現在事項証明書を提出できなかった場合は、現在事

項証明書（登記が完了していない場合は登記申請書の受領証（写し）） 



（７）実施状況の報告等 

エネルギー使用量の実績が申請目標を下回る場合、その要因分析及び改善策をたて報告する

とともに、エネルギー使用状況の改善を行うものとする。 

なお、補助事業による再生可能エネルギー等導入量が目標を著しく下回ったときは、交付決

定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。 

 

 

２ 事業で使用する電力を全て再生可能エネルギー等で調達するために必要な設備等の設置事業に

関する要件 

 

（１）対象事業 

県内の事業者が、事業で使用する電力を全て再生可能エネルギーで賄うために必要な再生可

能エネルギー等システムを設置する事業であって、以下の要件を満たす事業とする。 

 

ア）コミットメントに関する要件 

The Climate Groupが運営する「ＲＥ１００」、又は、再エネ 100宣言 RE Action協議会が運

営する「再エネ 100宣言 RE Action」に参加し、遅くとも２０５０年までに使用電力を１００％

再エネに転換する目標を対外的に公表すること。 

 

イ）進捗報告に関する要件 

   使用電力を１００％再エネに転換する長期計画の取組実績及び消費電力量、再生可能エネル

ギーの導入率等について毎年報告すること（交付要綱第１７の規定に基づく事業完了後の経過

報告とは別に報告すること）。 

 

ウ）その他の要件 

事業成果は、他の事業者への普及促進のため広く一般に公表することに同意すること。 

 

（２）対象設備 

別表１の２の再生可能エネルギー等の区分にかかる要件（１）から（５）までに掲げる設備等

を対象とする（発電した電力を自家利用する場合に限る。ただし、余剰電力については、全量の

５割未満までの販売を認める）。 

 

（３）対象経費 

   別表２に掲げる経費とする。 

 

（４）実施状況の報告等 

再生可能エネルギー等の導入量等の実績が申請目標を下回る場合、その要因分析及び改善策

をたて報告するとともに、エネルギー使用状況の改善を行うものとする。 

なお、補助事業による再生可能エネルギー等導入量が目標を著しく下回ったときは、交付決

定を取り消し、補助金の返還を命じることがある。 

 

 



 

３ ＳＢＴの目標を達成するために必要な設備等の設置事業に関する要件 

 

（１）対象事業 

県内の事業者が、設定したＳＢＴの目標達成のために必要な省エネルギー設備や再生可能エ

ネルギー等設備を設置する事業であって、以下の要件を満たす事業とする。 

 

ア）コミットメントに関する要件 

ＣＤＰ等が運営する「ＳＢＴ」イニシアティブに参加（温室効果ガス削減目標を設定し、認定

を取得すること）し、設定した目標等を対外的に公表すること。 

 

イ）進捗報告に関する要件 

  設定した目標に関する温室効果ガス排出量の実績と対策の進捗状況を毎年報告すること（交

付要綱第１７の規定に基づく事業完了後の経過報告とは別に報告すること）。 

 

ウ）その他の要件 

事業成果は、他の事業者への普及促進のため広く一般に公表することに同意すること。 

 

（２）対象設備 

別表１の２の再生可能エネルギー等の区分にかかる要件に掲げる設備等を対象とする（発電

した電力等のエネルギーを自家利用する場合に限る。ただし、余剰エネルギーについては、全

量の５割未満までの販売を認める）。 

 

（３）対象経費 

   別表２に掲げる経費とする。 

 

（４）実施状況の報告等 

エネルギーの削減や再生可能エネルギー等の導入量等の実績が申請目標を下回る場合、その

要因分析及び改善策をたて報告するとともに、エネルギー使用状況の改善を行うものとする。 

なお、補助事業による省エネルギー機器への更新や再生可能エネルギー設備の導入による二

酸化炭素の排出削減量が目標を著しく下回ったときは、交付決定を取り消し、補助金の返還を

命じることがある。 

 

 

 

 

 


